
福岡県告示第９２７号 別紙 内水面における共同漁業に係る漁場計画

１ 公示番号 内共第１号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 し じ み 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ６月１日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ふ な 漁 業 〃

〃 う な ぎ 漁 業 〃

や ま め 漁 業
〃 〃

（えのは）

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

う ぐ い 漁 業
〃 〃

（いだ）

〃 すっぽん漁 業 〃

〃 か に 漁 業 〃

〃 え び 漁 業 〃

〃 わかさぎ漁業 〃

イ 漁場の位置 矢部川水系の本流及び支派流の流域

ウ 漁場の区域 基点「第１号」及び「第２号」を結ぶ直線から上流の矢部川本流（ダムを含

む。）及び同支派流の区域。ただし、基点「第３号」及び「第４号」を結ぶ直線

から下流の沖端川、基点「第５号」及び「第６号」を結ぶ直線から下流の花宗川、

基点「第７号」及び「第８号」を結ぶ直線から下流の山ノ井川、基点「第９号」

及び「第１０号」を結ぶ直線から下流の塩塚川並びにこれらの河川の支派流を除

く。

基 点 第 １ 号 福岡県柳川市大和町と同市三橋町境標柱（矢部川右岸側）

基 点 第 ２ 号 基点「第１号」から真方位１３０度１０分の方位線と対岸と

の交点

基 点 第 ３ 号 福岡県柳川市保加町、出の橋下流側右岸橋台角

基 点 第 ４ 号 福岡県柳川市上町、出の橋下流側左岸橋台角

基 点 第 ５ 号 福岡県三潴郡大木町大字筏溝、観音丸井樋右岸側角



基 点 第 ６ 号 福岡県三潴郡大木町大字筏溝、観音丸井樋左岸側角

基 点 第 ７ 号 福岡県筑後市大字山ノ井秋松、秋松橋下流側右岸橋台角

基 点 第 ８ 号 福岡県筑後市大字山ノ井秋松、秋松橋下流側左岸橋台角

基 点 第 ９ 号 福岡県柳川市佃町番所、番所橋下流側右岸橋台角

基点第１０号 福岡県柳川市大和町明野番所、番所橋下流側左岸橋台角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県柳川市、筑後市、八女市、みやま市瀬高町、みやま市山川町

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

２ 公示番号 内共第２号

（１）免許の内容たるべき事項

ア漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ５月２０日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 え び 漁 業 〃

〃 ふ な 漁 業 〃

〃 う な ぎ 漁 業 〃

〃 か に 漁 業 〃

〃 すっぽん漁業 〃

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

〃 わかさぎ漁業 〃

や ま め 漁 業
〃 〃

（えのは）

イ 漁場の位置 筑後川本流の福岡県久留米市城島町（基点第１１号、基点第１２号）から福岡

県と大分県境（基点第１３号、基点第１４号）までの流域及び同支派流

ウ 漁場の区域 基点「第１１号」及び「第１２号」を結ぶ直線と基点「第１３号」及び「第１

４号」を結ぶ直線との間の筑後川の本流（久留米市小森野地先の宝満川及び新宝

満川を含む。）、小石原川・佐田川（ダムを含む。）及び同支派流（三井郡太刀

洗町、床島堰から小石原川に通ずる放水路を含む。）、基点「第２１号」及び

「第２２号」を結ぶ直線から下流の赤谷川、基点「第２３号」及び「第２４号」

を結ぶ直線から下流の隈の上川、基点「第２５号」及び「第２６号」を結ぶ直線

から下流の巨瀬川並びに基点「第２７号」及び「第２８号」を結ぶ直線から下流



の広川（白口川を除く。）の区域

基点第１１号 福岡県久留米市城島町と同市三潴町境標柱

基点第１２号 福岡県久留米市城島町下田、開平江川河口水門東角

基点第１３号 大分県日田市大字夜明、夜明ダム堰堤右岸上流端

基点第１４号 福岡県うきは市浮羽町三春、夜明ダム堰堤左岸上流端

基点第２１号 福岡県朝倉市杷木林田、林田堰下流側右岸台角

基点第２２号 福岡県朝倉市杷木林田、林田堰下流側左岸台角

基点第２３号 福岡県うきは市吉井町桜井、長野橋下流側右岸橋台角

基点第２４号 福岡県うきは市吉井町桜井、長野橋下流側左岸橋台角

基点第２５号 福岡県久留米市大橋町合楽、大橋下流側右岸橋台角

基点第２６号 福岡県久留米市大橋町合楽、大橋下流側左岸橋台角

基点第２７号 福岡県久留米市荒木町藤田、庄井手堰下流側右岸台角

基点第２８号 福岡県久留米市荒木町藤田、庄井手堰下流側左岸台角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県久留米市、筑後市、三井郡大刀洗町、うきは市、朝倉市、朝倉郡筑前

町（ただし、朝倉郡筑前町赤坂、同町朝日、同町石櫃、同町櫛木、同町三箇山、

同町四三嶋、同町篠隈、同町下高場、同町曽根田、同町長者町、同町砥上、同

町中牟田、同町畑嶋、同町東小田、同町吹田、同町二、同町松延、同町三並、

同町三牟田、同町安野を除く）、三潴郡大木町、佐賀県神埼市千代田町、三養

基郡みやき町、佐賀市川副町、佐賀市諸富町、鳥栖市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

３ 公示番号 内共第３号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 し じ み 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

第５種共同漁業 こ い 漁 業 〃

〃 え び 漁 業 〃

〃 ふ な 漁 業 〃

〃 か に 漁 業 〃

〃 う な ぎ 漁 業 〃

イ 漁場の位置 筑後川本流の福岡県久留米市城島町（基点第１１号、基点第１２号）から下流

域及び同支派流

ウ 漁場の区域 基点「第１１号」及び「第１２号」を結ぶ直線と基点「第１５号」及び「第１

６号」を結ぶ直線との間の筑後川本流、基点「第１７号」及び「第１８号」を結



ぶ直線から上流の早津江川、基点「第７号」及び「第８号」を結ぶ直線から下流

の山ノ井川、基点「第２９号」及び「第３０号」を結ぶ直線から下流の開平江川、

基点「第３１号」及び「第３２号」を結ぶ直線から下流の寒水川、基点「第３３

号」及び「第３４号」を結ぶ直線から下流の井柳川、基点「第３５号」及び「第

３６号」を結ぶ直線並びに基点「第３７号」及び「第３８号」を結ぶ直線から下

流の大島江川、基点「第３９号」及び「第４０号」を結ぶ直線から下流の鯰津江

川、基点「第４１号」及び「第４２号」を結ぶ直線から下流の田手川、基点「第

４３号」及び「第４４号」を結ぶ直線から下流の城原川、基点「第４５号」及び

「第４６号」を結ぶ直線から下流の佐賀江川並びに基点「第４７号」及び「第４

８号」を結ぶ直線から下流の中地江川の区域

基点第１１号 福岡県久留米市城島町と同市三潴町境標柱

基点第１２号 福岡県久留米市城島町下田、開平江川河口水門東角

基点第１５号 福岡県柳川市七ッ家の南西角に設置した有明海佐賀・福岡両

県漁場境界標柱石

基点第１６号 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置され

た有明海佐賀・福岡両県漁場境界標柱石

基点第１７号 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字昭和搦西南角に設置した標

柱

基点第１８号 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道字平和搦北東角に設置した標

柱

基点第 ７号 福岡県筑後市大字山ノ井秋松、秋松橋下流側右岸橋台角

基点第 ８号 福岡県筑後市大字山ノ井秋松、秋松橋下流側左岸橋台角

基点第２９号 佐賀県三養基郡みやき町大字西島、錠井樋右岸角

基点第３０号 佐賀県三養基郡みやき町大字西島、錠井樋左岸角

基点第３１号 佐賀県三養基郡みやき町大字西島、銀杏橋下流側右岸橋台角

基点第３２号 佐賀県三養基郡みやき町大字西島、銀杏橋下流側左岸橋台角

基点第３３号 佐賀県三養基郡みやき町大字東津、新中郷橋下流側右岸橋台角

基点第３４号 佐賀県三養基郡みやき町大字東津、新中郷橋下流側左岸橋台角

基点第３５号 佐賀県三養基郡みやき町向島、鐘つき井樋右岸角

基点第３６号 佐賀県三養基郡みやき町向島、鐘つき井樋左岸角

基点第３７号 佐賀県神埼市千代田町柳島、鐘つき井樋右岸角

基点第３８号 佐賀県神埼市千代田町柳島、鐘つき井樋左岸角

基点第３９号 佐賀県神埼市千代田町柳島、鯰津江井樋右岸角

基点第４０号 佐賀県神埼市千代田町柳島、鯰津江井樋左岸角

基点第４１号 佐賀県神埼市千代田町託田、城東橋下流側右岸橋台角

基点第４２号 佐賀県神埼市千代田町下板、城東橋下流側左岸橋台角

基点第４３号 佐賀県佐賀市蓮池町大字小松字堂地、新橋下流側右岸橋台角

基点第４４号 佐賀県佐賀市蓮池町大字小松字堂地、新橋下流側左岸橋台角

基点第４５号 佐賀県佐賀市諸富町大字大堂、加与丁橋下流側右岸橋台角

基点第４６号 佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池、加与丁橋下流側左岸橋台角

基点第４７号 佐賀県佐賀市蓮池町大字蓮池、中地橋下流側右岸橋台角

基点第４８号 佐賀県佐賀市蓮池町大字貝島、中地橋下流側左岸橋台角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県柳川市、大川市、三潴郡大木町、筑後市、久留米市（ただし、久留米



市田主丸町、同市北野町を除く）、佐賀県神埼市千代田町、佐賀市川副町、佐

賀市諸富町、三養基郡みやき町、鳥栖市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

４ 公示番号 内共第５号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ６月１日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

イ 漁場の位置 八木山川本流及び同支派流の流域

ウ 漁場の区域 基点「第５１号」及び基点「第５２号」を結ぶ直線と基点「第５３号」

及び基点「第５４号」を結ぶ直線との間の八木山川本流（ダムを含む。）及び同

支派流の区域

基点第５１号 福岡県宮若市宮田天神下井堰の上流側右岸台角

基点第５２号 福岡県宮若市宮田天神下井堰の上流側左岸台角

基点第５３号 福岡県飯塚市八木山、女郎ケ原橋の下流２００メートル、八木

山川右岸と支流の合流部の中央点

基点第５４号 福岡県宮若市三ヶ畑、基点「第５３号」から真方位２５０度の

方位線と対岸との交点

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県宮若市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

５ 公示番号 内共第６号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 し じ み 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ６月１日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ふ な 漁 業 〃

〃 う な ぎ 漁 業 〃



〃 わかさぎ漁業 〃

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

や ま め 漁 業
〃 〃

（えのは）

〃 すっぽん漁業 〃

〃 か に 漁 業 〃

イ 漁場の位置 今川本流及び同支派流の流域

ウ 漁場の区域 基点「第５５号」及び基点「第５６号」を結ぶ直線から上流の今川本流（

ダムを含む。）及び同支派流の区域

基点第５５号 福岡県行橋市金屋、今川ダム右岸側角から下流２００メートル

の右岸側に設置した標柱

基点第５６号 福岡県行橋市東大橋、今川ダム左岸側角から下流２００メート

ルの左岸側に設置した標柱

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県田川郡添田町、同郡赤村、京都郡みやこ町（ただし、京都郡みやこ町

勝山池田、同町勝山岩熊、同町勝山上田、同町勝山浦河内、同町勝山大久保、

同町勝山上矢山、同町勝山黒田、同町勝山長川、同町勝山松田、同町勝山箕田、

同町勝山宮原、同町勝山矢山を除く）、行橋市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

６ 公示番号 内共第７号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 し じ み 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ６月１日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ふ な 漁 業 〃

〃 う な ぎ 漁 業 〃

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

〃 か に 漁 業 〃



〃 すっぽん漁業 〃

や ま め 漁 業
〃 〃

（えのは）

イ 漁場の位置 祓川本流及び同支派流の流域

ウ 漁場の区域 基点「第５７号」及び「第５８号」を結ぶ直線から上流の祓川本流及び同

支派流の区域

基点第５７号 福岡県行橋市沓尾、沓尾橋下流側右岸橋台角

基点第５８号 福岡県行橋市今井、沓尾橋下流側左岸橋台角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県田川郡添田町、同郡赤村、京都郡みやこ町（ただし、京都郡みやこ町

勝山池田、同町勝山岩熊、同町勝山上田、同町勝山浦河内、同町勝山大久保、

同町勝山上矢山、同町勝山黒田、同町勝山長川、同町勝山松田、同町勝山箕田、

同町勝山宮原、同町勝山矢山を除く）、行橋市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

７ 公示番号 内共第８号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第５種共同漁業 あ ゆ 漁 業 ６月１日から１２月３１日まで

〃 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

あ ま ご 漁 業
〃 〃

（えのは）

イ 漁場の位置 岩岳川、佐井川の本流及び同支派流の流域

ウ 漁場の区域 基点「第５９号」及び基点「第６０号」を結ぶ直線から上流の岩岳川の本流及

び同支派流並びに基点「第６１号」及び基点「第６２号」を結ぶ直線から上流の佐

井川の本流及び同支派流の区域

基点第５９号 福岡県豊前市沓川、下ノ田堰右岸側角

基点第６０号 福岡県豊前市沓川、下ノ田堰左岸側角

基点第６１号 福岡県築上郡吉富町直江、延命堰右岸側角

基点第６２号 福岡県築上郡吉富町直江、延命堰左岸側角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県築上郡吉富町、同郡上毛町、豊前市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

８ 公示番号 内共第９号



（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第５種共同漁業 こ い 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

〃 ふ な 漁 業 〃

おいかわ漁業
〃 〃

（はや）

〃 わかさぎ漁業 〃

イ 漁場の位置 福岡県八女市黒木町本分

ウ 漁場の区域 福岡県八女市黒木町本分、花宗池の全部

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県八女市黒木町本分

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで

９ 公示番号 内共第１０号

（１）免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁業の名称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 し じ み 漁 業 １月１日から１２月３１日まで

イ 漁場の位置 筑後川本流の福岡県久留米市城島町（基点第１１号、基点第１２号）から佐賀

県三養基郡みやき町（基点第１９号）及び福岡県久留米市（基点第２０号）を結

ぶ直線までの流域

ウ 漁場の区域 基点「第１１号」及び「第１２号」を結ぶ直線と基点「第１９号」及び「第２

０号」を結ぶ直線との間の筑後川本流の区域

基点第１１号 福岡県久留米市城島町と同市三潴町境標柱

基点第１２号 福岡県久留米市城島町下田、開平江川河口水門東角

基点第１９号 佐賀県三養基郡みやき町江口大字豆津、豆津橋下流側右岸橋台

角

基点第２０号 福岡県久留米市大石町、豆津橋下流側左岸橋台角

（２）免 許 予 定 日 平成２５年９月１日

（３）申 請 期 間 平成２５年７月１日から平成２５年７月３１日まで

（４）関 係 地 区 福岡県三潴郡大木町、久留米市（ただし、久留米市田主丸町、同市北野町を

除く）、筑後市、佐賀県神埼市千代田町、三養基郡みやき町、鳥栖市

（５）免許の存続期間 平成２５年９月１日から平成３５年８月３１日まで
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福岡県告示第602号

漁業法（昭和24年法律第267号）第11条第１項の規定に基づき、区画漁業の免許について、免許

の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区等を次のように定めたので、同条第５項

の規定により公示する。

平成29年９月22日

福岡県知事職務代理者

福岡県副知事 服部 誠太郎

１ 公示番号 内区第１号

(1) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画漁業 小割式こい養殖業 １月１日から12月31日まで

イ 漁場の位置 八女市黒木町大字大淵字向平

ウ 漁場の区域 次の（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）及び（イ）の各点を順次に結んだ直線に

よって囲まれた区域

（イ） 基点第１号から基点第２号を見通した線を基線として、基点第１号から右へ９度50

分、279メートルの点

（ロ） 基点第１号から基点第２号を見通した線を基線として、基点第１号から左へ４度15

分、184メートルの点

（ハ） 基点第１号から基点第２号を見通した線を基線として、基点第１号から左へ８度25

分、196メートルの点

（ニ） 基点第１号から基点第２号を見通した線を基線として、基点第１号から右へ６度35

分、287メートルの点

基点第１号 八女市矢部村大字矢部字日向神33－７日向神運動公園入口道路東角

基点第２号 八女市黒木町大字大淵12001黒岩トンネル入口南角

(2) 免許予定日 平成30年１月１日

(3) 申請期間 平成29年10月１日から同月31日まで

(4) 地元地区 八女市

(5) 制限又は条件

前年度の実績及び当年度養殖業実施計画を毎年４月30日までに、県知事に報告しなければ

ならない。

(6) 存続期間 平成30年１月１日から平成34年12月31日まで

漁業法に基づく漁業の免許の内容たるべき事項等
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２ 公示番号 内区第２号

(1) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画漁業 すいぜんじのり養殖業 １月１日から12月31日まで

イ 漁場の位置 朝倉市屋永6023－２外

ウ 漁場の区域 基点第３号と基点第４号を結ぶ直線と基点第５号と基点第６号を結ぶ直線

の間の黄金川の区域

基点第３号 朝倉市屋永198に接する黄金川の右岸に設置した標識

基点第４号 朝倉市屋永198に接する黄金川の左岸に設置した標識

基点第５号 朝倉市屋永260の黄金川の右岸に設置した標識

基点第６号 朝倉市屋永258の黄金川の左岸に設置した標識

(2) 免許予定日 平成30年１月１日

(3) 申請期間 平成29年10月１日から同月31日まで

(4) 地元地区 朝倉市

(5) 制限又は条件

前年度の実績及び当年度養殖業実施計画を毎年４月30日までに、県知事に報告しなければ

ならない。

(6) 存続期間 平成30年１月１日から平成34年12月31日まで

３ 公示番号 内区第３号

(1) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁業種類 漁業の名称 漁業時期

第１種区画漁業 すいぜんじのり養殖業 １月１日から12月31日まで

イ 漁場の位置 朝倉市屋永6023－４外

ウ 漁場の区域 基点第５号と基点第６号を結ぶ直線と小机橋（朝倉市屋永2716－１及び朝

倉市屋永3542－１）の下流端の線との間の黄金川の区域

基点第５号 朝倉市屋永260の黄金川の右岸に設置した標識

基点第６号 朝倉市屋永258の黄金川の左岸に設置した標識

(2) 免許予定日 平成30年１月１日

(3) 申請期間 平成29年10月１日から同月31日まで

(4) 地元地区 朝倉市

(5) 制限又は条件

前年度の実績及び当年度養殖業実施計画を毎年４月30日までに、県知事に報告しなければ

ならない。

(6) 存続期間 平30年１月１日から平成34年12月31日まで
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４ 公示番号 内区第４号から第26号まで

(1) 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類 第２種区画漁業

イ 漁業時期 １月１日から12月31日まで

ウ 公示番号、免許の内容たるべき事項及び地元地区

免許の内容たるべき事項
公示番号 地元地区

漁業の名称 漁場の位置 漁場の区域

内区第４号 こい養殖業 筑紫野市天拝坂六丁目２－ 水石谷池の全水域 筑紫野市

１

内区第５号 こい養殖業 筑紫野市天拝坂六丁目２－ 中谷池の全水域 筑紫野市

６

内区第６号 こい養殖業 筑紫野市天拝坂一丁目５－ 狐谷池の全水域 筑紫野市

１

内区第７号 こい養殖業 筑紫野市塔原西二丁目555 原口池の全水域 筑紫野市

－１外

内区第８号 ふな養殖業 筑紫野市塔原西一丁目957 脇田池の全水域 筑紫野市

－２

内区第９号 こい養殖業 筑紫野市岡田93外 岡田池の全水域 筑紫野市

内区第10号 にしきごい養殖業 宗像市村山田1400－１ 青木原池の全水域 宗像市及

び福津市

内区第11号 にしきごい養殖業 宗像市日の里五丁目２－４ 蓮池の全水域 宗像市及

び福津市

内区第12号 にしきごい養殖業 古賀市薦野197 鍋谷池の全水域 古賀市及

び福津市

内区第13号 にしきごい養殖業 古賀市薦野282 小野池の全水域 古賀市及

び福津市

内区第14号 にしきごい養殖業 古賀市薦野345外 山ノ神池の全水域 古賀市及

び福津市

内区第15号 こい養殖業 糸島市大字井原2250 整理池の全水域 糸島市

内区第16号 にしきごい養殖業 糸島市大字山北415 新池の全水域 糸島市

漁業法に基づく漁業の免許の内容たるべき事項等
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内区第17号 にしきごい養殖業 糸島市大字山北289 山北池の全水域 糸島市

内区第18号 にしきごい養殖業 糸島市大字山北259－１ 井田池の全水域 糸島市

内区第19号 にしきごい養殖業 福津市本木866－１ 一築区池の全水域 福津市

内区第20号 にしきごい養殖業 福津市本木５－１ 小越池の全水域 福津市

内区第21号 こい養殖業 宮若市稲光245 宇佐宮溜池の全水 宮若市

域

内区第22号 こい養殖業 宮若市稲光264－２ 多々良溜池の全水 宮若市

域

内区第23号 にしきごい養殖業 宮若市山口4623－１ 鳴水池の全水域 宮若市及

び福津市

内区第24号 にしきごい養殖業 宮若市山口2076 大谷池の全水域 宮若市及

び福津市

内区第25号 にしきごい養殖業 田川郡福智町伊方484－１ 大原溜池の全水域 田川郡福

智町

内区第26号 にしきごい養殖業 田川郡福智町伊方476 朝倉溜池の全水域 田川郡福

智町

(2) 免許予定日 平成30年１月１日

(3) 申請期間 平成29年10月１日から同月31日まで

(4) 制限又は条件

前年度の実績及び当年度養殖業実施計画を毎年４月30日までに、県知事に報告しなければ

ならない。

(5) 存続期間 平成30年１月１日から平成34年12月31日まで



【共同漁業権】
免許番号 漁業権者

1 矢部川漁協
2 筑後川漁協、甘木漁協、下筑後川漁協
3 下筑後川漁協、大川漁協、大野島漁協、上新田漁協、川口漁協、柳川漁協、浜武漁協、沖端漁協、佐賀県有明漁協
4
5 八木山川漁協
6 京二川漁協
7 京二川漁協
8 岩岳川漁協
9 犬山漁協
10 下筑後川漁協

【区画漁業権】
免許番号 漁業権者
1
2 合資会社　川茸元祖遠藤金川堂　代表社員　遠藤　淳
3 有限会社　喜泉堂　代表取締役　羽野　俊彦
4 有限会社　広松養魚場　代表取締役　広松　正嘉
5
6 有限会社　広松養魚場　代表取締役　広松　正嘉
7 有限会社　広松養魚場　代表取締役　広松　正嘉
8 有限会社　広松養魚場　代表取締役　広松　正嘉
9 有限会社　広松養魚場　代表取締役　広松　正嘉
10 清水　清幸
11 清水　清幸
12 清水　清幸
13 清水　清幸
14 清水　清幸
15 吉丸　健一
16 吉丸　健一
17 吉丸　健一
18 吉丸　健一
19 清水　清幸
20 清水　清幸
21



22
23 清水　清幸
24 清水　清幸
25 髙津　翔平
26 髙津　翔平
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